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○久喜市建設工事請負一般競争入札執行要綱 

平成22年３月23日 

告示第20号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事の請負に係る一般競争入札を執行するに当た

り、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 一般競争入札の対象とする工事は、市長が指定する。 

（参加資格） 

第３条 入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、次に掲げると

おりとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

(2) 久喜市が行う競争入札に参加する者の必要な資格等に関する要綱（平成22年久喜市

告示第22号）第１条の競争入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登載さ

れた者であること。 

(3) 公告日から入札日までの期間に、久喜市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置

要綱（平成22年久喜市告示第25号）に基づく指名停止措置を受けていない者であるこ

と。 

２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る参加資格について定めることができ

るものとする。 

(1) 対象工事に対応する業種の設計金額による発注基準の業者区分 

(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分 

(3) 建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく許可を受けた営業所の所在地 

(4) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績 

(5) 当該工事に配置予定の技術者 

(6) その他必要と認める事項 

（公告内容等の決定） 

第４条 市長は、久喜市指名競争入札参加者の選定に関する規程（平成22年久喜市告示第

23号）第２条の久喜市指名競争入札参加者選定委員会に諮り、前条に定める参加資格の

ほか公告の内容等を決定するものとする。 
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（入札の公告方法） 

第５条 入札の公告は、前条の規定により決定された内容等を久喜市役所掲示場に掲示す

る方法により行うものとする。 

２ 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、同項に規定する方法のほかに、イ

ンターネットを利用して周知する方法により行うことができる。 

３ 前項に規定するインターネットを利用して周知する方法は、久喜市ホームページ又は

埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）に同項の内容等を

掲載することにより行うものとする。 

（参加資格の有無の確認申請） 

第６条 入札に参加を希望する単体企業及び経常建設工事共同企業体（以下「単体企業

等」という。）並びに特定建設工事共同企業体（以下これらを「参加希望者」とい

う。）は、参加資格の有無並びに入札保証金及び契約保証金の取扱いを確認するため、

所定の期限までに、一般競争入札参加資格等確認申請書（単体企業等にあっては一般競

争入札参加資格等確認申請書（様式第２号）。特定建設工事共同企業体にあっては一般

競争入札参加資格等確認申請書（様式第３号）。以下「確認申請書」という。）に一般

競争入札参加資格等確認資料（単体企業等にあっては一般競争入札参加資格等確認資料

（様式第４号）。特定建設工事共同企業体にあっては一般競争入札参加資格等確認資料

（様式第５号）。以下「確認資料」という。）及び特定建設工事共同企業体にあっては

特定建設工事共同企業体協定書を添えて、市長に提出しなければならないものとする。 

２ 久喜市契約規則（平成22年久喜市規則第65号。以下「契約規則」という。）第８条第

１項第２号及び第27条第３号の規定により入札保証金及び契約保証金の納付の特例措置

を希望する者は、該当建設工事の請負契約書の写し及び工事完成検査結果通知等履行を

証明するものの写し（単体企業等にあってはその単体企業等が、また、特定建設工事共

同企業体にあってはその代表構成員となる者が、単体企業等又は特定建設工事共同企業

体の代表構成員として工事を請け負った実績に限る。）を確認資料に添付しなければな

らない。 

（参加資格の有無の確認） 

第７条 市長は、参加希望者に明らかに参加資格がないと認めるときを除き、確認申請書

を受理するものとする。 

２ 入札事務を所掌する課長は、確認申請書に基づき参加希望者一覧表（単体企業等にあ

っては参加希望者一覧表（様式第６号）。特定建設工事共同企業体にあっては参加希望
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者一覧表（様式第７号））を作成し、資格委員会の委員長に報告するものとする。 

３ 資格委員会の委員長は、前項の報告があったときは、必要に応じて資格委員会に諮

り、参加希望者の参加資格の有無及び参加資格がないと認めた場合の理由並びに参加資

格者についての入札保証金及び契約保証金の取扱いについて確認し、その結果を市長に

報告するものとする。 

４ 市長は、前項の確認結果等を、参加資格者については一般競争入札参加資格等の確認

結果について（様式第８号）により、参加資格がないと認めた者についてはその理由を

付して一般競争入札参加資格等の確認結果について（様式第９号）により通知するもの

とする。 

（参加資格の有無の再確認） 

第８条 参加資格がないと認められた者で、その結果等に異議があるときは、参加資格の

有無の再確認を求めることができるものとする。 

２ 市長は、参加資格の有無の再確認が終了しなければ、入札を執行することができない

ものとする。 

（設計図書等） 

第９条 設計図面、設計書、仕様書、特記仕様書及び契約書案（以下これらを「設計図書

等」という。）は、参加希望者又は参加資格者に閲覧、貸与又は配布（有料又は無料）

するものとする。 

２ 参加希望者又は参加資格者からの質問及びその回答は、入札事務を所掌する課におい

て閲覧に供するものとする。ただし、電磁的方法（市の使用に係る電子計算機と入札者

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法

をいう。）による入札（以下「電子入札」という。）の場合は、市が第５条第１項又は

第２項に規定する方法により、当該質問及び回答を掲載して行うものとする。 

（現場説明） 

第10条 現場説明会は、必要に応じて開催するものとする。 

（入札保証金） 

第11条 入札保証金の納付及び減免は、契約規則第５条及び第８条に基づくものとする。 

２ 電子入札を行う場合において、入札参加者が落札後に契約を締結しないおそれがない

と認められるときは、契約規則第８条第１項第３号に該当するものとし、入札保証金を

免除することができる。 

３ 入札保証金は、入札後、請求書（様式第10号）の請求書に基づき、これを還付するも
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のとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があ

るときは、これに充当するものとする。 

４ 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金（その納付に代えて提供

された担保を含む。）は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第４項の規定に

より還付しないものとする。 

（入札金額見積内訳書） 

第12条 入札執行者は、入札参加者から必要に応じて、初度入札時に入札金額見積内訳書

の提出を求めるものとする。 

（入札の執行） 

第13条 入札執行者は、入札前に参加資格があると認めた旨の確認通知書の写しを提出さ

せること等により、入札参加者が参加資格者であることを確認するものとする。 

２ 参加資格がある旨の通知を受けたものであっても、入札時点において参加資格がない

者の参加は、認めないものとする。 

３ 入札に参加する者（電子入札システムにより入札に参加する者を除く。）の数が１人で

あるとき又は入札に参加する者がいないときは、入札を執行しないものとする。 

４ 再度入札は、２回までとするものとする。 

（不調時の取扱い） 

第14条 再々度入札によっても落札者がないときは、指名競争入札又は随意契約によるこ

とができるものとする。 

（入札の辞退） 

第15条 参加資格者は、参加資格の確認後であっても、入札を辞退することができるもの

とする。 

（入札の無効） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。 

(1) 入札者の押印のない入札書（電子入札にあっては、電子証明書が添付されていない

入札書）による入札 

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札 

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による

入札 
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(6) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額

に達しない者がした入札 

(7) 委任状を提出しない代理人がした入札 

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札 

(9) ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入

札 

(10) 郵便、電報、電話、ファクシミリ等による入札 

(11) 明らかに連合によると認められる入札 

(12) 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 

(13) その他公告に示す事項に反した者がした入札 

（契約保証金） 

第17条 契約保証金の納付及び減免は、契約規則第26条及び第27条に基づくものとする。 

２ 契約保証金は、契約上の義務の履行後、請求書（様式第10号）の請求に基づき、これ

を還付するものとする。 

３ 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金（その納

付に代えて提供された担保を含む。）は、地方自治法第234条の２第２項の規定に基づ

き、還付しないものとする。 

（入札参加者名簿等の公表） 

第18条 参加資格者名、入札参加者名、入札経過、入札結果、設計額、予定価格及び最低

制限価格の公表は、入札終了後、入札結果等を入札執行者が総合政策部長に報告した後

行うものとする。 

（電子入札等） 

第19条 電子入札その他市長が別に定める方法により執行する一般競争入札に係る手続

は、この告示に定めるもののほか、市長が別に定める。 

（その他） 

第20条 この告示に特別の定めのない事項は、指名競争入札に関する諸規程の例によるも

のとする。 

附 則 

この告示は、平成22年３月23日から施行する。 

附 則（平成23年３月29日告示第160号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 
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附 則（平成24年３月12日告示第127号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日告示第168号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第141号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年６月19日告示第267号） 

この告示は、令和７年７月１日から施行する。 

附 則（令和７年10月30日告示第432号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年１１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の久喜市建設工事請負一般競争入札執行要綱の規定は、この

告示の施行の日以後に公告した一般競争入札について適用し、同日前に公告した一般

競争入札については、なお従前の例による。 
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様式第１号 削除 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

様式第10号（第11条関係） 

 


